
豊中市立（仮称）南校の開校準備連絡会議と庄内さくら学園準備委員会との違い 

（仮称）庄内さくら学園の開校に向けた準備委員会設置要綱 豊中市立（仮称）南校の開校準備連絡会議 設置要綱 

（設置） 

第１条 庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画（平成２９年（２０１７年）８月２２

日策定）に基づく学校再編の対象となる小・中学校の関係者等が連携・協力し、

新たな学校の開校に向けた諸課題について意見交換を行い、もって当該開校の

円滑な準備に資するため、豊中市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に、

（仮称）庄内さくら学園の開校に向けた準備委員会（以下「準備委員会」という。）

を設置する。 

（設 置） 

第１条 庄内地域における「魅力ある学校」づくり計画に基づく豊中市立（仮称）南校

（以下、「南校」という。）の開校準備に資するため、情報共有及び意見交換を行う場

として、南校の開校準備連絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置する。 

（準備委員会） 

第２条 準備委員会は、次に掲げる事項について意見交換を行う。 

（1）校名、校歌、校章、校旗、標準服等に関すること。 

（2）登下校の安全に関すること。 

（3）施設に関すること。 

（4）式典行事等に関すること。 

（5）前各号に掲げるもののほか、庄内さくら学園中学校及び（仮称）庄内さくら学園の

開校について教育委員会が必要と認める事項に関すること。 

（所掌事務） 

第３条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

(1) 校名、校章、校歌及び標準服に関すること。 

(2) 学校運営及び学校運営協議会に関すること。 

(3) 登下校の安全に関すること。 

(4) その他、南校の開校準備に必要な事項に関すること。 

（構成等） 

第３条 準備委員会は、委員５０人以内で構成する。 

２ 準備委員会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちから毎年度教

育委員会が指名し、又は依頼する。 

（1）庄内小学校、野田小学校、島田小学校及び庄内さくら学園中学校の校長 

（2）前号に掲げる学校の校長が推薦する者 

（3）前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 準備委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

４ 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名す

る。 

５ 委員長は、準備委員会を主宰する。 

（構 成） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる者のうちから概ね 50人以内で構成する。 

(1) 豊中市立庄内南小学校、庄内西小学校及び千成小学校並びに第七中学校

（以下、「対象学校」という。）の校長、教頭、教諭等の学校関係者 

(2) 対象学校に在籍する児童、生徒及びこれらの保護者 

(3) 南校の開校準備に関係する行政関係者 

(4) 南校の開校準備に参加する事業者等 

(5) 対象学校の運営に資する活動を行おうとする者 

(6) 対象学校の区域内に居住する地域の住民 

(7) その他、豊中市教育委員会事務局学校教育課において、適当であると認めら

れた者 



（仮称）庄内さくら学園の開校に向けた準備委員会設置要綱 豊中市立（仮称）南校の開校準備連絡会議 設置要綱 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

２ 連絡会議は、豊中市教育委員会事務局学校教育課長が招集する。 

３ 連絡会議の議長は、豊中市教育委員会事務局学校教育課長が指名する。 

（会議） 

第４条 準備委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めるときは、会議に関係人の出席を求め、その意見等を聴くこ

とができる。 

３ 会議は、原則として公開とする。 

４ 会議の傍聴及び会議録について必要な事項は、豊中市教育長（以下「教育長」

という。）が別に定める。 

５ 前各項に定めるもののほか、会議の運営等について必要な事項は、委員長が会

議に諮って定める。 

 

（事務局） 

第５条 準備委員会の事務局を、豊中市教育委員会事務局学校教育課に置く。 

（事務局） 

第４条 連絡会議の事務局は、豊中市教育委員会事務局学校教育課に置く。 

（細目） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会について必要な事項は、教育長

が定める。 

（補 則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議について必要な事項は、豊中市教

育委員会事務局が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年（２０１８年）４月２５日から実施する。 

２ この要綱の実施後最初に招集される準備委員会その他委員長の職務を行う者

がない場合における準備委員会の招集及び委員長が決定されるまでの委員長の職

務は、豊中市教育委員会事務局教育監が行う。 

３ この要綱は、（仮称）庄内さくら学園が開校した日限り、その効力を失う。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年（２０１９年）４月１２日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年（２０２０年）４月３日から実施する。 

 附 則 

１ この要綱は、令和 4年（2022年）6月 1日から実施する。 

２ この要綱は、南校が開校した日限り、その効力を失う。 

 


